
秘密保持契約書

_________________________________________（以下「甲」という。）及びOnline Technology（以下「乙」という。）は、コン

ピュータ修繕サービス、もしくはデータ復旧サービス（以下「本目的」という。）

にあたり、コンピュータの記録媒体に電子的に記録されているデータの取扱に関して、次のとおり契約を締結する。

（秘密情報の定義）

第1条　　本契約において秘密情報とは、甲が乙に受け渡す電子記憶媒体に記録されている情報をいう。

　　　　　　なお、甲は、書面等の有体物秘密情報を乙に開示する場合には、秘密である旨の表示をするものとする。

　　　　　　また、口頭、プレゼンテーションに類する視覚的な表示、電子メール等による電子データ等により開示を行う場合は、相手

方　　　　　　に開示する際に秘密である旨を明示し開示するものとする。

　　　　　　本情報等の開示が口頭でなされた場合、甲は乙に対し、当該開示日より３０日以内に書面にてその内容を乙に通知するも

　　　　　　のとする。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、相手方の秘密表示にかかわらず秘密情報から除く。

　　1. 甲から知得する以前に既に所有していたもので係る事実が立証できるもの

　　2. 甲から知得する以前に既に公知のもの。

　　3. 甲から知得した後に、自己の責めに帰し得ない事由により公知となったもの。

　　4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。

　　5. 開示された情報によらず独自に創作したものであることが証明できるもの。

　　6. 相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。

（守秘義務）

第2条　　乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、甲から開示された秘密情報を本目的以外に使用しない。

　　1　　　乙は甲から知り得た秘密情報を、自己の役員あるいは従業員であっても、本目的のために知る必要のある者以外

　　　　　　に漏洩し又は開示してはならない。

　　2　　　乙は、甲から知り得た一切の秘密情報を厳に秘密に保持し、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、これを

　　　　　　第三者に漏洩し又は開示してはならない。

（管理）

第3条　　乙は、甲から開示された秘密情報を、自己の秘密情報と同等以上に善良な管理者の注意を持ってこれを取り扱わなけれ　

　　　　　　ばならない。

（返却）

第4条　　本目的終了後、乙は開示・提供を受けた本情報等を甲に速やかに返却するものとする。

　　　　　　但し、甲の書面による承諾を得た場合で、乙によって廃棄処分を希望する場合には、この限りでない。

（有効期間）

第5条　　本契約の有効期間は、本契約締結後、甲から乙に電子記憶媒体が届いた日から本目的を完了し、甲に返却した時

　　　　　　点までとする。 但し、第４条による廃棄処分をする場合には、廃棄処分をした時点までとする。

（協議解決）

第6条　　本契約に定めのない事項または本契約の各条項に疑義を生じた事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し、これを

　　　　　　解決する。

（損害賠償等）

第7条　　乙の過失により、甲から開示された秘密情報が漏洩し甲が被害を被った場合、乙が、その賠償責任を負うものとします。 　

　　　　　　ただし損害額の総計は、甲が本目的のために支払った金額を超えないものとする。

（合意管轄）

第8条　　甲と乙は、本契約の成立を証として、本電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行う。なお、本契約において

は、　　　　　　電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。

　　　　　　年　　月　　日

　　甲　

　　乙　千葉県 市原市 石川 111－1
　　　　Online Technology

　　　　代表　長峰 康敬


